
令和６年度青森県介護支援専門員実務研修実習指導者養成研修

青森県高齢福祉保険課

介護支援専門員実務研修における
実習受入について



実務研修実習指導者養成研修の目的
～１ 実習内容の平準化を図る～

実習先における実習内容の平準化を図る

実務研修受講者の研修内容の質の平準化を図る

ケアマネジメントの質の向上を図る

介護を受ける人に対するサービスの質の向上を図る

なぜ、実習内容の平準化が必要か？

なぜ、質の平準化が必要か？

なぜ、質の向上が必要か？

介護を受ける人が安心して
自立した日常生活を営むことができる



（１） 実習の目的と内容
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複数の利用者の
生活の様子を知る

ことにより、複数の事例
について

ケアマネジメント
プロセスを
経験する

一つの事例に
ついてしっかりと
取り組んで
ケアプランを
作成する

≪目的≫
介護現場でのケアマネジメントプロセスの経験を通じて、実践に当たっての留
意点や今後の学習課題等を認識する。

≪内容≫

ケアプラン作成 見学実習

実務研修実習指導者養成研修の目的
～２ 実習の概要を理解する～



（２） 介護支援専門員実務研修の実習における関係機関の役割（イメージ）
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青 森 県（研修実施主体）

青森県介護支援専門員協会
（指定研修実施機関）

実習受入協力事業所

実務研修受講者実習指導者
（主任介護支援専門員）

①登録申請 ②登録承認
通知送付

選定

③実習受入協力事業所
名簿の提供

⑤実習同意書
④実習受入協力事業所

決定通知

⑨実習日程調整

⑦受入依頼

⑧受入承諾

⑩実習指導

⑪評価

実習指導者
養成研修受講

⑥受入人数の調整

②の登録承認通知は、特定事業所加算の届出
に必要な「研修の実施主体との間で実習等の
受入の同意を確認できる書面」に当たります。



5

（３） 実習受入協力事業所の要件

ア 特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所
イ 特定事業所加算の算定を予定している居宅介護支援事業所
（主任介護支援専門員の配置は必須。ただし、実務研修初日までに主任介護
支援専門員を配置する場合を含む。）
ウ 特定事業所加算の取得の予定がない居宅介護支援事業所のうち、主任介
護支援専門員が配置されており、実習の指導体制が整っている居宅介護支
援事業所

実際の受入に当たっては、

◆ 受入の調整は、公益社団法人青森県介護支援専門員協会（指定研修実施
機関）が行う。

◆ 実習は、受講者が勤務する法人以外で行う。

◆ 実習の日程については、実務研修受講者と協力事業所が協議し決定する。
（２月１日～２月１９日の間で実習を実施すること）

◆ 実習は１８時間以上（概ね３日程度）とする。



例２ • 実習にかける時間の合計を、18時間以上
（概ね3日程度）相当を目安とすること

• 必ずしも３日間連続で
実施しなくても良い

• 実習ノートは、原則として実習後にその日の
うちに事業所で作成するが、時間がない場
合などは状況を見て持ち帰って作成してよい

⇒実習終了後、実習ノートの自己評価票の指
導者総括コメントを記入し、受講生に持たせ
てください。

事前の実習目標の設定

事後の振り返り

例１

（４）実習スケジュールの組み立て方（イメージ）

出典：介護支援専門員養成研修における
実習受入に関する指針（厚生労働省）
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① 受講者情報を事前に提供
受講者プロフィールシート（氏名、基礎資格、勤務先、実習の目標等）が事前提供されます。

② 受講者が日程調整の相談を兼ねて実習先を事前訪問
実習指導者は受講者が実習で学びたいことが把握でき、実習がスムーズに行われます。

④ 受講者が作成する書面（実習ノートなど）をあらかじめ実習指導者に情報提供
⇒実習終了後、指導者は実習ノートの自己評価票の指導者総括コメントを記入し、受講生に持
たせてください。
実習終了後、実習実施報告書（第5号様式）、実習記録評価表１・２、「出席確認・健康状

態申告シート（全実習日分）」を青森県介護支援専門員協会あてに送付ください。

③ 受講者は実務研修で使用するテキストを実習時に持参
受講者が前期に学んだこと、後期で学ぶことが具体的にわかります。

（５）スケジュールの組み立て等に関して（補足）
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実習指導者は、受講者に対して適切な知識・技術を提供するだけでなく、業務に対する姿勢や

倫理観の模範となることが求められます。

また、利用者訪問の際に受講者を同行させて多様な要介護高齢者の生活を「見学」することか

ら、利用者との関係性を適切に構築していることを身をもって示すことが必要です。

このため、実習指導者は主任介護支援専門員であることに加えて、実習指導者として上記を踏

まえた対応をお願いします。

【留意事項】

〇 １人の実習指導者が複数の受講者を担当することは可能です。

〇 しかし、１人の受講者を複数の実習指導者が担当することは避けてください。１人を複

数で指導する場合は、統括する主任介護支援専門員が実習指導者となります。

（６）指導者へのお願い
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（７）実習を受け入れた場合

１ 特定事業所加算の算定要件を満たす。

２ 主任介護支援専門員更新研修受講要件を満たす。

３ 実習受入体制の整備により、事業所の介護支援専門員の資質向上や
業務効率化に資する。
→ 新しい介護支援専門員を採用する場合の職場見学や試用期間、採用直後の新任者

に対するOJTの体制整備やポイントを絞ったミーティングの実施につながる。

◎ 実習指導者は「介護支援専門員に係る研修の企画、講師やファシ
リテーターの経験がある者」に該当
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実習の受入は「事業所として」受入するものであり、
実習指導者が個人として実習を受け入れるわけではあ
りません。

実習の準備・運営においては実習指導者だけに任せ
るのではなく、事業所全体として適切な実習環境を整
えていただくようお願いします。

御協力よろしくお願いします。


